
県 本 部 各 部 課 長 宮 本 県 安 第 1 1 6 2 号
殿

県 下 各 警 察 署 長 令 和 ７ 年 1 2 月 2 5 日

生 活 安 全 部 長

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の公布について

（通知）

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第83

号。以下「改正法」という。）が別添１のとおり令和７年12月10日に公布され、公布

の日から起算して20日を経過した日（令和７年12月30日）（ストーカー行為等の相手

方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備について

は、公布の日から起算して３月を経過した日（令和８年３月10日））から施行される

こととなった（改正法の概要、要綱及び新旧対照条文については、別添２から別添４

までのとおり）。

改正法に係る当面の運用上の留意事項は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾

のないように運用されたい。

記

１ 地域住民、関係行政機関、企業・団体、学校等に対する広報啓発活動の推進

ストーカー事案の兆候をいち早く把握し、被害の予防・拡大防止を図るため、被

害者等から早期に相談等がなされるよう、地域住民に加え、関係行政機関、企業・

団体、学校等に対して、改正法の内容を周知徹底すること。

特に従業員を雇用する企業・団体及び学校に対しては、改正法により被害者に対

する援助の努力義務の主体になり得るところ、改正法の内容の周知に加え、被害者

等の安全確保を最優先とした対処のために警察と更に緊密な連携を図ることができ

るよう関係構築に努めること。

２ 警察職員に対する指導教養

被害者等からの相談については、特定の窓口に限らず、警察本部や警察署の担当

課、警察署の当直、交番、駐在所等の様々な部署に寄せられ、対応する可能性があ

ることから、全ての職員に対して、改正法の内容の指導教養を行うこと。

３ 附帯決議の趣旨を踏まえた対応

衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会における改正法案の議決に際し、「スト

ーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（別

添５及び別添６）が決議され、被害者の意向を踏まえて警告を行うことのほか、関

係機関との連携協力を推進することや被害者等の安全確保を最優先に対応すること

などがその内容とされていることから、改正法の施行及びその準備に当たっては当

該内容を踏まえて対応されたい。



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
四
条
第
一
項
中
「
つ
き
ま
と
い
等
又
は
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
を
さ
れ
た
と
し
て
当
該
つ
き
ま
と
い
等
又
は
位

置
情
報
無
承
諾
取
得
等
に
係
る
警
告
を
求
め
る
旨
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、当
該
申
出
に
係
る
」を
削
り
、「
と

き
は
」
の
下
に
「
、
そ
の
相
手
方
の
申
出
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
申
出
を
し

た
者
」
を
「
当
該
警
告
に
係
る
前
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。

た
だ
し
、
当
該
相
手
方
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
相
手
方
に
通
知
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
条
第
四
項
中
「
警
告
」
を
「
第
一
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
警
告
」
に
、「
第
一
項
の
」
を「
当
該
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
の
申
出
の
受
理
及
び
」
を
削
る
。

第
五
条
第
六
項
中
「
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
」
を
削
り
、「
申
出
を
し
た
者
」を「
禁

止
命
令
等
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
相
手
方
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
相
手
方
に
通
知
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条
第
九
項
中
「
事
案
に
関
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
命
令
等
の
有
効
期
間
の
延
長
の
処
分
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
項
中
「
第
一
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
九
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を「（
特
定
相
手
方
情
報
の
提
供
の
禁
止
等
）」に
改
め
、
同
条
中
「
も
の
」
の
下
に「（
次
項
に
お
い

て
「
特
定
相
手
方
情
報
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

警
察
本
部
長
等
は
、
警
告
又
は
禁
止
命
令
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
警
告
等
」
と
い
う
。）が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
警
告
等
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
に
係
る
情
報
を
保
有
し
、
又
は
保
有
し

よ
う
と
し
て
い
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
手
方
情
報
保
有
者
等
」
と
い
う
。）が
、
当
該
警
告
等
を
受
け
た

者
で
あ
っ
て
現
に
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
当
該
相
手
方
に
係
る
特
定
相
手
方
情

報
を
提
供
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
相
手
方
情
報
保
有
者
等
に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
提
供
の
相
手
方
が
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
を

通
知
し
て
、
当
該
提
供
を
行
わ
な
い
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
本
部
長
等
は
、
当

該
相
手
方
情
報
保
有
者
等
に
対
し
、
当
該
通
知
に
係
る
事
項
を
み
だ
り
に
第
三
者
に
漏
ら
さ
な
い
よ
う
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
十
二
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

法
律
第
八
十
三
号

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
こ
の
号
に
」
を
「
こ
の
号
及
び
次
号
に
」
に
、「
こ
の
号
及
び
次
号
」
を
「
こ
の
項
」に
、

「
同
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
を
取
り
付
け
る
こ
と
、
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
」
を
「
又

は
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
等
」
と
い
う
。）を
取
り

付
け
る
こ
と
、
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
等
」
に
、「
伴
い
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
」を「
伴
い
位
置
情
報
記
録
・

送
信
装
置
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
（
当
該
装
置
を
識
別
す
る
情
報
を

送
信
す
る
機
能
を
有
し
、
当
該
装
置
の
周
辺
に
お
い
て
当
該
情
報
を
受
信
し
た
識
別
情
報
送
受
信
装
置
（
位
置
情

報
記
録
・
送
信
装
置
そ
の
他
の
装
置
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
を
受
信
し
、
及
び
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を

い
う
。）の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
を
利
用
し
て
、
そ
の
所
在
す
る
地
点
又
は
区
域
の
位
置
を
特
定
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
装
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）（
同
号
に
規
定
す
る
行
為
が
さ
れ
た
位
置
特

定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
を
含
む
。）の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
三
項
の
規
定

公
布
の
日

二

第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日

（
通
知
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
第
六
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
、
こ

の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
及
び
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
命
令
等
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
命
令
等
に
係
る
通
知
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）

は
、
政
令
で
定
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

第
九
条
第
三
項
中
「
住
民
は
、」を
「
住
民
並
び
に
」
に
改
め
、「
相
手
方
」
の
下
に
「
を
雇
用
す
る
者
及
び
当
該
相
手

方
が
就
学
す
る
学
校
の
長
は
、
当
該
相
手
方
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項
の
申
出
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
第
三
条
」
を「
第
三
条
」

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
同
項
の
」
を
「
若
し
く
は
当
該
」
に
改
め
、「
事
案
に
関
す
る
」
を
削
り
、「
住
所
若
し
く

は
居
所
若
し
く
は
当
該
禁
止
命
令
等
及
び
第
五
条
第
二
項
の
聴
聞
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た

者
」
を
「
現
在
の
住
所
若
し
く
は
居
所
の
所
在
地
、
当
該
相
手
方
の
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
住
所
若
し
く

は
居
所
の
所
在
地
、
当
該
行
為
を
し
た
者
の
現
在
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
中
「
事
案
に
関
す
る
」
を
削
り
、
同

条
第
三
項
中
「
第
四
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
の
住
所
若
し
く
は
居
所
若
し
く
は
当
該
申
出
に
係
る
第
三
条
の
規
定

に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
者
」
を
「
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
の
現
在
の
住
所
若
し
く
は
居
所
の
所

在
地
、
当
該
相
手
方
の
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
住
所
若
し
く
は
居
所
の
所
在
地
、
当
該
行
為
を
し
た
者
の

現
在
」
に
改
め
る
。


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ストーカー行為等の規制等に関する法律の
一部を改正する法律（概要）

▶ 昨今、「紛失防止タグ」（※１）を悪用して
相手方の所在に関する情報を取得しようとするス
トーカー事案が増加

▶ 紛失防止タグは、改正前の法規制（※２）の対象外

※１ 紛失物の発見の補助等を目的として開発・販売されて
いる装置

※２ 位置情報記録・送信装置（GPS機器等、自らの位置情報を
記録し、又は送信する装置）の位置情報を取得する行為等を
「位置情報無承諾取得等」として規制

ＧＰＳ機器等・紛失防止タグが用いられた
ストーカー事案の相談等件数

位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加（第２条第３項）

その他

152

404
486 513

３ 113
196

370

ＧＰＳ機器等 紛失防止タグ
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

紛失防止タグの仕組みの一例

▶ 次の行為を位置情報無承諾取得等に追加
・ 紛失防止タグの位置情報を取得する行為
・ 紛失防止タグを取り付ける行為等

探偵業者をはじめとする第三者から
ストーカー行為等の相手方の所在等
に関する情報を入手して、
ストーカー行為等を行う事案が発生

警察本部長等は、相手方情報保有者等（※）が、
ストーカー行為等をするおそれがある一定の者に対し
てストーカー行為等の相手方の氏名、住所等の情報を
提供するおそれがあると認めるときは、
当該相手方情報保有者等に対し、
・ 情報提供先がストーカー行為等をするおそれが
ある者であることを通知して、

・ 情報提供を行わないよう求める
ことができることとする。

※ 警告又は禁止命令等を受けた違反行為の相手方に
係る情報を保有し、又は保有しようとしている者

▶ 改正前の法では、ストーカー行為等の相手方に対する援助
に係る努力義務の主体として、ストーカー行為等が行われて
いる地域の住民を規定

▶ これまでストーカー行為等が行われていない勤務先や学校
で被害に遭う事案が発生

▶ ストーカー行為等の
相手方を雇用する者
▶ 当該相手方が
就学する学校の長

を努力義務の主体に追加

１ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある者への通知
（第６条）

３ ストーカー行為等の相手方に対する援助（第９条第３項）

４ 禁止命令等を行う都道府県公安委員会等（第14条）
ストーカー行為等の相手方が転居した場合を念頭に、当該相手方の当該違反行為が行われた時に

おける住居の所在地を管轄する都道府県公安委員会等を禁止命令等の主体に追加

２職権での警告等（第４条・第５条）
改正前の法では、
▶ 警告をするには、違反行為の相手方の申出が必須
▶ 警告・禁止命令等を求める旨の申出を受けた場合に限り、
警告・禁止命令等をした際の違反行為の相手方への通知を実施

▶ 職権での警告を創設
▶ 申出を受けていなくても
通知を実施

避難中の相手方の実家の情報を
探偵業者から入手した行為者が、
当該実家に刃物を持って押し掛けた。

事例

相手方の自宅付近を包丁を持ってうろついた行為者が、
その約４か月後に相手方が通う高校に侵入し、包丁を所持して
相手方を待ち伏せした。

事例
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ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律要綱 

 

１ 位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加 

  いわゆる紛失防止タグを「位置特定用識別情報送信装置」と定義した上で、

当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等

を規制対象に加える。（第二条第三項関係） 

 

２ 職権での警告を可能とするための規定の整備 

  警察本部長等が、警告を求める旨の申出を受けていなくても、職権で警告す

ることができることとする。（第四条関係） 

 

３ 警告及び禁止命令等に係る通知に関する規定の整備 

  警察本部長等又は都道府県公安委員会が警告又は禁止命令等（以下「警告等」

という。）をしたときは、警告等に係る申出を受けた場合以外の場合において

も、速やかに、当該警告等に係る違反行為の相手方に通知をしなければならな

いこととする。（第四条第三項、第五条第六項関係） 

 

４ ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合

の措置に関する規定の整備 

  警察本部長等が、警告等があった場合において、当該警告等に係る違反行為

の相手方に係る情報を保有し、又は保有しようとしている者（以下「相手方情

報保有者等」という。）が当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為

等をするおそれがあるものに対して当該相手方の氏名、住所等の情報を提供

するおそれがあると認めるときは、当該相手方情報保有者等に対し、当該提供

の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、

当該提供を行わないよう求めることができることとする。（第六条関係） 

 

５ ストーカー行為等の相手方に対する援助に関する規定の整備 

  ストーカー行為等が行われている場合における当該ストーカー行為等の相

手方に対する援助に係る努力義務の主体に、当該相手方を雇用する者及び当

該相手方が就学する学校の長を追加する。（第九条第三項関係） 

 

６ 禁止命令等を行う都道府県公安委員会等に関する規定の整備 

  禁止命令等若しくは聴聞又は警告を行うことができる機関に、当該禁止命

令等若しくは聴聞又は警告に係る違反行為の相手方の当該違反行為が行われ

た時における住所又は居所の所在地を管轄する機関を追加する。（第十四条関

P230001826
タイプライターテキスト
別添３




係） 

 

７ 施行期日等 

（１）４を除き、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から

施行する。（附則第一項関係） 

（２）４については、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

（附則第一項第二号関係） 

（３）この法律の経過措置等について定める。（附則第二項、第三項関係） 
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ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律　

新
旧
対
照
条
文

 

 

○　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条　

（
略
）

第
二
条　

（
略
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）

３　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
」
と
は
、
特
定
の
者
に

３　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
」
と
は
、
特
定
の
者
に

対
す
る
恋
愛
感
情
そ
の
他
の
好
意
の
感
情
又
は
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た

対
す
る
恋
愛
感
情
そ
の
他
の
好
意
の
感
情
又
は
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
に
対
す
る
怨
恨
の
感
情
を
充
足
す
る
目
的
で
、
当
該
特
定
の
者
又
は
そ

こ
と
に
対
す
る
怨
恨
の
感
情
を
充
足
す
る
目
的
で
、
当
該
特
定
の
者
又
は
そ

の
配
偶
者
、
直
系
若
し
く
は
同
居
の
親
族
そ
の
他
当
該
特
定
の
者
と
社
会
生

の
配
偶
者
、
直
系
若
し
く
は
同
居
の
親
族
そ
の
他
当
該
特
定
の
者
と
社
会
生

活
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

活
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
い
う
。

掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
い
う
。

一　

そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置

一　

そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置

（
当
該
装
置
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
（
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本

（
当
該
装
置
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
（
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本

法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
位
置
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記

る
位
置
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
録
し
、
又

録
し
、
又
は
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い

は
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
第
三
号
に
規
定
す
る
行
為
が
さ

こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
号
に
規
定
す
る
行
為
が
さ
れ

れ
た
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
又
は

た
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
又
は
送
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送
信
さ
れ
る
当
該
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報

信
さ
れ
る
当
該
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
を

を
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
。

政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
。

二　

そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送
信

（
新
設
） 

装
置
（
当
該
装
置
を
識
別
す
る
情
報
を
送
信
す
る
機
能
を
有
し
、
当
該
装

 

置
の
周
辺
に
お
い
て
当
該
情
報
を
受
信
し
た
識
別
情
報
送
受
信
装
置
（
位

 

置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
そ
の
他
の
装
置
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
を
受
信

 

し
、
及
び
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
位
置
に
係
る
位

 

置
情
報
を
利
用
し
て
、
そ
の
所
在
す
る
地
点
又
は
区
域
の
位
置
を
特
定
す

 

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
装
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て

 

同
じ
。
）
（
同
号
に
規
定
す
る
行
為
が
さ
れ
た
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送

 

信
装
置
を
含
む
。
）
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
。

三　

そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
物
に
位
置
情
報
記
録
・
送
信

二　

そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
物
に
位
置
情
報
記
録
・
送
信

装
置
又
は
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

装
置
を
取
り
付
け
る
こ
と
、
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
取
り
付
け
た

位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
付
け
る
こ
と
、
位

物
を
交
付
す
る
こ
と
そ
の
他
そ
の
移
動
に
伴
い
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装

置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
等
を
取
り
付
け
た
物
を
交
付
す
る
こ
と
そ
の
他

置
を
移
動
し
得
る
状
態
に
す
る
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
行
為
を
す
る

そ
の
移
動
に
伴
い
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
等
を
移
動
し
得
る
状
態
に

こ
と
。 

す
る
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

４　

（
略
）

４　

（
略
）

 
 

（
警
告
）

（
警
告
）

第
四
条　

警
視
総
監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
（
以
下
「

第
四
条　

警
視
総
監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
（
以
下
「

警
察
本
部
長
等
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
り

警
察
本
部
長
等
」
と
い
う
。
）
は
、
つ
き
ま
と
い
等
又
は
位
置
情
報
無
承
諾

、
か
つ
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ

取
得
等
を
さ
れ
た
と
し
て
当
該
つ
き
ま
と
い
等
又
は
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
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が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
の
申
出
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、

等
に
係
る
警
告
を
求
め
る
旨
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出

当
該
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

に
係
る
前
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行
為
を
し
た

よ
り
、
更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
警
告
す
る
こ
と

者
が
更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

が
で
き
る
。

当
該
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
警
告
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２　

（
略
）

２　

（
略
）

３　

警
察
本
部
長
等
は
、
警
告
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
警
告
の
内

３　

警
察
本
部
長
等
は
、
警
告
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
警
告
の
内

容
及
び
日
時
を
当
該
警
告
に
係
る
前
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方

容
及
び
日
時
を
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
相
手
方
の
所
在
が
不
明
で

あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
相
手
方
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４　

警
察
本
部
長
等
は
、
第
一
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
警
告
を

４　

警
察
本
部
長
等
は
、
警
告
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨

し
な
か
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当
該
申
出
を

及
び
そ
の
理
由
を
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ

し
た
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

５　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
警
告
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

５　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
申
出
の
受
理
及
び
警
告
の
実

国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

 
 

（
禁
止
命
令
等
）

（
禁
止
命
令
等
）

 
 

第
五
条　

（
略
）

第
五
条　

（
略
）

２
～
５　

（
略
）

２
～
５　

（
略
）

６　

公
安
委
員
会
は
、
禁
止
命
令
等
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
禁
止

６　

公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て

命
令
等
の
内
容
及
び
日
時
を
当
該
禁
止
命
令
等
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違

、
禁
止
命
令
等
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
禁
止
命
令
等
の
内
容
及
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反
す
る
行
為
の
相
手
方
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
相

び
日
時
を
当
該
申
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

手
方
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
相
手
方
に
通

 
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７
・
８　

（
略
）

７
・
８　

（
略
）

９　

公
安
委
員
会
は
、
禁
止
命
令
等
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
期
間
の

９　

公
安
委
員
会
は
、
禁
止
命
令
等
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
期
間
の

経
過
後
、
当
該
禁
止
命
令
等
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

経
過
後
、
当
該
禁
止
命
令
等
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
禁
止
命
令
等
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
の
申

当
該
禁
止
命
令
等
に
係
る
事
案
に
関
す
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

出
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
当
該
禁
止
命
令
等
の
有
効
期
間
を
一
年
間
延
長

の
相
手
方
の
申
出
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
当
該
禁
止
命
令
等
の
有
効
期
間

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
延
長
に
係
る
期
間
の
経
過
後
、
こ
れ
を
更
に
延

を
一
年
間
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
延
長
に
係
る
期
間
の
経
過
後
、

長
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

こ
れ
を
更
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

　

第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
命

　

第
二
項
の
規
定
は
禁
止
命
令
等
の
有
効
期
間
の
延
長
を
し
よ
う
と
す
る
場

10

10

令
等
の
有
効
期
間
の
延
長
の
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

合
に
つ
い
て
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
前
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合

て
、
第
七
項
中
「
第
一
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
項
」
と
読

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
項
中
「
禁
止
命
令
等
を

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
命
令
等
の
有
効
期
間
の
延
長

 

の
処
分
を
」
と
、
「
当
該
禁
止
命
令
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
処
分
の
」

 

と
、
第
七
項
中
「
禁
止
命
令
等
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
禁

止
命
令
等
の
有
効
期
間
の
延
長
の
処
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

～

　

（
略
）

～

　

（
略
）

11

15

11

15

（
特
定
相
手
方
情
報
の
提
供
の
禁
止
等
） 

（
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
に
係
る
情
報
提
供
の
禁
止
） 

第
六
条　

何
人
も
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
又
は
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

第
六
条　

何
人
も
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
又
は
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

（
以
下
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
で

（
以
下
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
で

あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の

あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
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相
手
方
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
当
該
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
相
手
方
に
係

相
手
方
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
当
該
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
相
手
方
に
係

る
情
報
で
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
を
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
も
の
（
次
項
に

る
情
報
で
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
を
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
も
の
を
提
供
し

お
い
て
「
特
定
相
手
方
情
報
」
と
い
う
。
）
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

２　

警
察
本
部
長
等
は
、
警
告
又
は
禁
止
命
令
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

（
新
設
） 

警
告
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
警
告
等
に
係
る
第

 

三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
に
係
る
情
報
を
保
有
し
、
又
は
保

 

有
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
手
方
情
報
保
有
者

 

等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
警
告
等
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
現
に
ス
ト
ー
カ

 

ー
行
為
等
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
当
該
相
手
方
に
係
る
特
定

 

相
手
方
情
報
を
提
供
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
相
手
方

 

情
報
保
有
者
等
に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
当
該
提
供
の
相
手
方
が
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
で

あ
る
こ
と
を
通
知
し
て
、
当
該
提
供
を
行
わ
な
い
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
本
部
長
等
は
、
当
該
相
手
方
情
報
保
有
者

等
に
対
し
、
当
該
通
知
に
係
る
事
項
を
み
だ
り
に
第
三
者
に
漏
ら
さ
な
い
よ

う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
関
係
事
業
者
等
の
支
援
）

（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
関
係
事
業
者
等
の
支
援
）

 
 

第
九
条　

（
略
）

第
九
条　

（
略
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）

３　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
ス
ト
ー
カ
ー
行

３　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
ス
ト
ー
カ
ー
行

為
等
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
の
住
民
並
び
に
当
該
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
相

為
等
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
の
住
民
は
、
当
該
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
相
手

手
方
を
雇
用
す
る
者
及
び
当
該
相
手
方
が
就
学
す
る
学
校
の
長
は
、
当
該
相

方
に
対
す
る
援
助
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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手
方
に
対
す
る
援
助
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
報
告
徴
収
等
）

（
報
告
徴
収
等
）

第
十
三
条　

警
察
本
部
長
等
は
、
警
告
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

第
十
三
条　

警
察
本
部
長
等
は
、
警
告
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
の
申
出
に
係
る
第

を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
資
料

三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者

の
提
出
を
求
め
、
又
は
警
察
職
員
に
当
該
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
そ

に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
警
察
職
員
に
当
該
行

 

の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２　

公
安
委
員
会
は
、
禁
止
命
令
等
（
第
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
命

２　

公
安
委
員
会
は
、
禁
止
命
令
等
（
第
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
命

令
等
の
有
効
期
間
の
延
長
の
処
分
を
含
む
。
）
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る

令
等
の
有
効
期
間
の
延
長
の
処
分
を
含
む
。
）
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
三
条
の
規
定
に
違
反

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
第
三
条
の
規
定
に

す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
報
告
若
し

違
反
す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
報
告

く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
警
察
職
員
に
当
該
行
為
を
し
た
と
認
め
ら

若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
警
察
職
員
に
当
該
行
為
を
し
た
と
認

れ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
ら
れ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
禁
止
命
令
等
を
行
う
公
安
委
員
会
等
）

（
禁
止
命
令
等
を
行
う
公
安
委
員
会
等
）

第
十
四
条　

こ
の
法
律
に
お
け
る
公
安
委
員
会
は
、
禁
止
命
令
等
及
び
第
五
条

第
十
四
条　

こ
の
法
律
に
お
け
る
公
安
委
員
会
は
、
禁
止
命
令
等
及
び
第
五
条

第
二
項
の
聴
聞
に
関
し
て
は
、
当
該
禁
止
命
令
等
若
し
く
は
当
該
聴
聞
に
係

第
二
項
の
聴
聞
に
関
し
て
は
、
当
該
禁
止
命
令
等
及
び
同
項
の
聴
聞
に
係
る

る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
の
現
在
の
住
所
若
し
く
は
居

事
案
に
関
す
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
の
住
所
若
し
く

所
の
所
在
地
、
当
該
相
手
方
の
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
住
所
若

は
居
所
若
し
く
は
当
該
禁
止
命
令
等
及
び
第
五
条
第
二
項
の
聴
聞
に
係
る
第

し
く
は
居
所
の
所
在
地
、
当
該
行
為
を
し
た
者
の
現
在
の
住
所
（
日
本
国
内

三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
者
の
住
所
（
日
本
国
内
に
住
所
が
な

に
住
所
が
な
い
と
き
又
は
住
所
が
知
れ
な
い
と
き
は
居
所
）
の
所
在
地
又
は

い
と
き
又
は
住
所
が
知
れ
な
い
と
き
は
居
所
）
の
所
在
地
又
は
当
該
行
為
が
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当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
と
す
る
。

行
わ
れ
た
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
と
す
る
。

２　

公
安
委
員
会
は
、
第
五
条
第
二
項
の
聴
聞
を
終
了
し
て
い
る
と
き
は
、
次

２　

公
安
委
員
会
は
、
第
五
条
第
二
項
の
聴
聞
を
終
了
し
て
い
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
聴
聞
に
係
る
禁
止
命
令

に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
聴
聞
に
係
る
禁
止
命
令

等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
他
の
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の

等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
他
の
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
聴
聞
に
係
る
禁
止
命
令
等
を
す
る
こ
と
が
で
き

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
聴
聞
に
係
る
禁
止
命
令
等
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

な
い
も
の
と
す
る
。

一　

当
該
聴
聞
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
が
そ
の

一　

当
該
聴
聞
に
係
る
事
案
に
関
す
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の

住
所
又
は
居
所
を
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
移
転
し
た
こ
と
。

相
手
方
が
そ
の
住
所
又
は
居
所
を
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
移

転
し
た
こ
と
。

二　

当
該
聴
聞
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
者
が
そ
の

二　

当
該
聴
聞
に
係
る
事
案
に
関
す
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を

住
所
（
日
本
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き
又
は
住
所
が
知
れ
な
い
と
き
は
居

し
た
者
が
そ
の
住
所
（
日
本
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き
又
は
住
所
が
知
れ

所
）
を
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
移
転
し
た
こ
と
。

な
い
と
き
は
居
所
）
を
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
移
転
し
た
こ

と
。

３　

こ
の
法
律
に
お
け
る
警
察
本
部
長
等
は
、
警
告
に
関
し
て
は
、
当
該
警
告

３　

こ
の
法
律
に
お
け
る
警
察
本
部
長
等
は
、
警
告
に
関
し
て
は
、
当
該
警
告

に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
の
現
在
の
住
所
若
し
く

に
係
る
第
四
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
の
住
所
若
し
く
は
居
所
若
し
く
は

は
居
所
の
所
在
地
、
当
該
相
手
方
の
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
住

当
該
申
出
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
者
の
住
所
（
日

所
若
し
く
は
居
所
の
所
在
地
、
当
該
行
為
を
し
た
者
の
現
在
の
住
所
（
日
本

本
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き
又
は
住
所
が
知
れ
な
い
と
き
は
居
所
）
の
所
在

 

国
内
に
住
所
が
な
い
と
き
又
は
住
所
が
知
れ
な
い
と
き
は
居
所
）
の
所
在
地

地
又
は
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
地
を
管
轄
す
る
警
察
本
部
長
等
と
す
る
。

又
は
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
地
を
管
轄
す
る
警
察
本
部
長
等
と
す
る
。



  

一 

 
 

 

ス
ト
䤀
カ
䤀
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
䣍
本
法
の
施
行
に
当
た
䣬
て
は
䣍
次
の
事
項
に
留
意
し
䣍
そ
の
運
用
等
に
つ
い
て
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
䣎 

一 

本
法
に
よ
る
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
を
用
い
た
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
に
対
す
る
規
制
を
始
め
と
す
る
䣍
ス

ト
䤀
カ
䤀
行
為
等
に
対
す
る
種
々
の
規
制
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
䣍
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
䣎 

二 

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
つ
き
ま
と
い
等
䣍
ス
ト
䤀
カ
䤀
事
案
の
手
口
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
䣍
ス
ト
䤀
カ
䤀
行
為
等

の
実
態
に
つ
い
て
不
断
の
情
報
収
集
・
分
析
を
行
い
䣍
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
䣎
ま
た
䣍
被
害
者
等
の
位
置
情
報
を
把

握
す
る
行
為
に
着
目
し
た
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
䣍
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
䣎 

三 

ス
ト
䤀
カ
䤀
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
䥹
以
下
䣓
ス
ト
䤀
カ
䤀
規
制
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
二
条
第
三
項
に
基
づ
く

政
令
の
改
定
に
当
た
䣬
て
は
䣍
規
制
事
項
を
具
体
的
か
つ
明
確
な
も
の
と
し
䣍
対
象
を
不
当
に
拡
大
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
䣎 

四 

ス
ト
䤀
カ
䤀
規
制
法
第
四
条
に
基
づ
く
警
告
は
被
害
者
の
意
向
を
踏
ま
え
て
行
う
こ
と
と
し
䣍
職
権
に
よ
る
警
告
を
検
討

す
る
際
に
も
䣍
被
害
者
と
の
相
談
等
を
通
じ
て
被
害
者
の
心
情
を
丁
寧
に
把
握
し
そ
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
䣎 

五 

外
形
的
に
は
ス
ト
䤀
カ
䤀
規
制
法
に
お
い
て
規
制
さ
れ
る
䣓
つ
き
ま
と
い
等
䣔
に
相
当
す
る
行
為
で
あ
る
が
恋
愛
感
情
等
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二 

に
よ
ら
な
い
も
の
を
同
法
の
規
制
対
象
と
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
䣍
そ
の
実
態
及
び
諸
外
国
の
制
度
を
踏
ま
え
て
検
討
し
䣍

そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
䣎
そ
の
際
䣍
規
制
が
過
度
に
広
範
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ

と
䣎 

六 

加
害
者
に
対
す
る
治
療
に
つ
い
て
䣍
警
察
か
ら
の
働
き
掛
け
が
実
際
の
治
療
に
結
び
付
い
て
い
る
例
が
少
な
い
と
い
う
実

態
に
鑑
み
䣍
そ
の
原
因
を
分
析
す
る
と
と
も
に
䣍
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
治
療
の
費
用
負
担
軽
減
䣍
医
療
体
制
の
拡
充
䣍
加
害

者
及
び
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
窓
口
の
拡
充
を
始
め
と
す
る
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
䣎 

七 

専
門
的
な
立
場
か
ら
被
害
者
の
心
の
ケ
ア
や
加
害
者
へ
の
治
療
の
説
得
を
行
う
た
め
に
䣍
都
道
府
県
警
察
へ
の
心
理
専
門

職
の
配
置
を
支
援
す
る
な
ど
䣍
被
害
者
の
相
談
や
加
害
者
へ
の
対
応
時
に
心
理
専
門
職
の
活
用
に
努
め
る
こ
と
䣎 

八 

ス
ト
䤀
カ
䤀
事
案
の
被
害
者
が
䣍
早
期
の
段
階
で
関
係
機
関
に
つ
な
が
る
よ
う
に
䣍
警
察
だ
け
で
な
く
国
及
び
地
方
公
共

団
体
の
相
談
窓
口
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
䣍
民
間
の
自
主
的
な
活
動
を
含
め
た
連
携
協
力
を
推
進
す
る
こ
と
䣎
ま
た
䣍
前

回
の
附
帯
決
議
以
降
の
進
捗
状
況
を
報
告
す
る
こ
と
䣎 

九 

ス
ト
䤀
カ
䤀
事
案
の
相
談
等
件
数
が
高
止
ま
り
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
䣍
ス
ト
䤀
カ
䤀
行
為
等
の
原
因
に
つ
い
て
分
析
す

る
と
と
も
に
䣍
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会
課
題
の
解
決
や
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
ら
な
い
た
め
の
予
防
啓
発
・
教
育
の
実

施
な
ど
䣍
ス
ト
䤀
カ
䤀
行
為
等
の
根
絶
に
向
け
䣍
政
府
一
丸
と
な
䣬
て
取
り
組
む
こ
と
䣎 



ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

本
法
に
よ
る
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
を
用
い
た
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
に
対
す
る
規
制
を
始
め
と
す
る
、
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
等
に
対
す
る
種
々
の
規
制
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二 

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
つ
き
ま
と
い
等
、
ス
ト
ー
カ
ー
事
案
の
手
口
が
多
様
化
・
巧
妙
化
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
等
の
実
態
に
つ
い
て
不
断
の
情
報
収
集
・
分
析
を
行
い
、
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
被
害
者
等
の
位
置
情

報
を
把
握
す
る
行
為
に
着
目
し
た
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

三 

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
基
づ
く

政
令
の
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
規
制
事
項
を
具
体
的
か
つ
明
確
な
も
の
と
し
、
対
象
を
不
当
に
拡
大
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
。 

 

四 

ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
第
四
条
に
基
づ
く
警
告
は
被
害
者
の
意
向
を
踏
ま
え
て
行
う
こ
と
と
し
、
職
権
に
よ
る
警
告
を
検
討

令

和

七

年

十

二

月

二

日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 
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す
る
際
に
も
、
被
害
者
と
の
相
談
等
を
通
じ
て
被
害
者
の
心
情
を
丁
寧
に
把
握
し
、
そ
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
。 

 

五 

外
形
的
に
は
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
に
お
い
て
規
制
さ
れ
る
「
つ
き
ま
と
い
等
」
に
相
当
す
る
行
為
で
あ
る
が
恋
愛
感
情
等

に
よ
ら
な
い
も
の
を
同
法
の
規
制
対
象
と
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
及
び
諸
外
国
の
制
度
を
踏
ま
え
て
検
討
し
、

そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
そ
の
際
、
規
制
が
過
度
に
広
範
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ

と
。 

 

六 

ス
ト
ー
カ
ー
加
害
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
の
た
め
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
治
療
が
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警
察

か
ら
の
働
き
か
け
が
実
際
の
治
療
等
に
結
び
付
い
て
い
る
例
が
少
な
い
と
い
う
実
態
に
鑑
み
、
そ
の
原
因
を
分
析
す
る
と
と

も
に
、
関
係
府
省
庁
が
連
携
し
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
治
療
の
費
用
負
担
軽
減
、
医
療
体
制
の
確
立
・
拡
充
、
加
害
者
及

び
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
窓
口
の
拡
充
を
始
め
と
す
る
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

七 

専
門
的
な
立
場
か
ら
被
害
者
の
心
の
ケ
ア
が
十
分
に
行
わ
れ
、
加
害
者
へ
の
治
療
等
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
警

察
へ
の
心
理
専
門
職
の
配
置
を
支
援
す
る
な
ど
、
被
害
者
の
相
談
や
加
害
者
へ
の
対
応
時
に
心
理
専
門
職
の
活
用
に
努
め
る

こ
と
。 

 

八 

ス
ト
ー
カ
ー
事
案
の
被
害
者
が
、
早
期
の
段
階
で
関
係
機
関
に
つ
な
が
る
よ
う
に
、
警
察
だ
け
で
な
く
国
及
び
地
方
公
共

団
体
の
相
談
窓
口
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
民
間
の
自
主
的
な
活
動
を
含
め
た
連
携
協
力
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
令

和
三
年
法
改
正
以
降
の
進
捗
状
況
を
報
告
す
る
こ
と
。 

 



九 

ス
ト
ー
カ
ー
事
案
を
始
め
と
す
る
恋
愛
感
情
の
も
つ
れ
に
起
因
す
る
暴
力
的
事
案
に
つ
い
て
は
、
事
態
が
急
展
開
し
て
重

大
事
件
に
発
展
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
警
察
に
お
い
て
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
被
害
者
等
の
安
全
の
確
保

を
最
優
先
に
対
応
す
る
こ
と
。 

 

十 

ス
ト
ー
カ
ー
事
案
の
危
険
性
・
切
迫
性
の
適
正
な
評
価
、
と
り
わ
け
被
害
者
か
ら
相
談
や
被
害
届
の
取
下
げ
の
申
出
が
あ
っ

た
際
に
、
被
害
者
が
加
害
者
等
の
影
響
下
に
な
い
か
を
確
認
す
る
な
ど
の
被
害
者
の
真
意
の
慎
重
な
見
極
め
が
、
全
国
の
警

察
に
お
い
て
あ
ま
ね
く
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
知
見
や
経
験
の
あ
る
警
察
官
の
育
成
・
配
置
、
当
該
知
見
等
を
い
か
し
た
対
応

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
・
共
有
等
を
行
う
こ
と
。 

 

十
一 

ス
ト
ー
カ
ー
事
案
の
相
談
等
件
数
が
高
止
ま
り
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
原
因
に
つ
い
て
分
析

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
に
あ
る
孤
独
・
孤
立
な
ど
の
社
会
課
題
の
解
決
や
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
ら
な
い
た
め
の

予
防
啓
発
・
教
育
の
実
施
な
ど
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
根
絶
に
向
け
、
政
府
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 
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